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既存の社会システムでは対応できない問題に対して、新たな意思形成プロセスが求められている。本

研究では、油流出事故時の油分散処理剤使用に関する合意形成プロセスを取り上げ、ナホトカ号事故時

の分散剤使用に関する課題と検討事例を整理し、分散剤の扱いに関する漁業者と行政の協働体制の調整

内容を示すことを目的とした。分散剤使用について、世界的には IMO および UNEP が適用ガイドライン

を定めている。このガイドラインを受けて国別、さらには地域別に散布条件を定める例が各地に存在し

ている。分散剤の散布条件として、漁業者を含めた利害関係者と行政の間で考慮すべき事項は、1.関連

機関の任務および責任の明確化、2.沿岸域環境脆弱情報の把握、収集、3. 2.の情報に基づく ESI
（Environmental Sensitivity Index）マップの作成、4.保護すべき資源の優先順位、5.分散剤の使用に関する

事前の合意、6.事前・事後の環境資源の把握と復元などの知見と示唆が得られた。 
 
キーワード：油流出事故、合意形成、環境災害、分散剤

 
 
1. はじめに 

 
市民のニーズの多様化等、現在の行政システムが

構築された時点では想定し得なかった現象により、

行政と市民との間のギャップが広がり、これを埋め

るべく、規制緩和・行政改革の議論が始まっている

が、情報化のスピードに行政がついていけないのが

現状であろう。 
里山の管理、流域の管理、地域の安心安全の管理

等、行政界を超えた複数の組織にまたがるが故に、

既存の社会システムでは対応できない問題に対して、

新たな意思形成プロセスが求められている。これら

の課題につき、合意形成手法として、道路整備事業

における利害関係の調整1）、原子力発電所の立地問

題2）、大規模風力発電所の立地問題3）等の様々な分

野で分析が進められている。 
すなわち、濱谷ほか1）は、道路整備事業を題材に

合意形成を図る社会問題の解決手法として、沿線住

民の意識構造モデルを構築して全体像を把握する方

法を提案し、合意形成に係る社会問題全般に対して

普遍化できる可能性を示唆した。寿楽ほか2）は、エ

ネルギー技術導入の社会意思決定プロセスの分析対

象として、原子力発電所の立地問題を取り上げ、地

方自治体での新しい意志決定プロセスの事例研究を

行っている。馬場ほか3）は、大規模風力発電所の立

地問題における環境論争の推移とパターンの分析結

果に基づき、社会意志決定プロセスを考える上で生

かし得る知見を整理している。 
一方、油流出事故時の油分散処理剤（以下、分散

剤とする）使用に関する合意形成プロセスを取り上

げた研究は、油流出事故が沿岸域という所轄官庁が

あいまいな場所で発生する環境災害という学際的な

問題であるため、これまであまり取り上げられなか

ったものと考えられる。一般に大規模な油流出事故

発生後に行われる分散剤散布については、海洋環境

保全の立場から特に漁業者を中心とした反発を招く

ことが多く、1989 年アラスカで発生した Exxon 
Valdez 号事故を題材に制作された映画”Dead Ahead”
の中にもこの対立の場面が描かれている。分散剤の

成分については日本においては、1967 年に新潟県で

発生したジュリアナ号事故の際に散布された強い急

性毒性を持つエーテル型非イオン系の界面活性剤は

ほとんど使われなくなり、今日、毒性が格段に低い

とされる非イオン系エステル型が主流となっている。

しかし、稚仔段階の魚類に対し微粒子化した油が水

中に存在すること自体が発生に重大な影響を及ぼす
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との指摘も根強く存在し、その安全性について議論

が決着した状態にあるとは言い難い。さらに、国レ

ベルの対応を見ても分散剤使用に積極的な英国を中

心とする一連の諸国と極めて消極的な態度を貫くバ

ルト海沿岸諸国が現時点で同時に存在するなど全く

一様な状態にない。 
著者らは、独立行政法人科学技術振興機構 社会

技術研究システムプログラム 社会システム／社会

技術論「油流出事故の危機管理システムに関する研

究」（2003-2006）の中で、海外の先進事例との比較

から、分散剤、漁業・観光業の補償請求手続き、防

除訓練・教育の分野で、日本の油流出事故に対する

防災計画内容が脆弱であることを明らかにした。こ

のような油流出事故の課題に対して真正面から具体

的に取り組む必要がある。このため、対岸にサハリ

ン石油天然ガスプロジェクトを控え、今後、より一

層の油流出事故による被害の発生にさらされている

オホーツク沿岸の北海道網走市において、ステーク

ホルダー、政府機関、行政機関が参加する北海道網

走市流出油防除計画立案研究会を開催し、日本初の

住民参加による油防除のための地域防災計画を作成

した。この中では、前述の油流出事故に対する防災

計画内容の脆弱な部分について具体的に検討すると

共に、事故発生時にステークホルダー間に生じるで

あろうコンフリクトを列挙して、それぞれの対策に

つき検討した。本研究では、その中で議論された流

出油防除に事前調整の必要な項目の一例として分散

剤使用を取り上げる。ここでは以上を背景に、ナホ

トカ号事故時の分散剤使用に関する課題と検討事例

を整理し、分散剤の扱いに関する漁業者と行政の協

働体制の調整内容を明確にすることを目的とする。 
 
 

2. 流出油の処理方法および分散剤使用の 
留意事項 

 
海上流出油の処理は、基本的に①機械的油回収、

②化学的分散4）5）、③積極的に回収活動を行わず自

然に任せる、の 3 種類に分類される大別される。①

は、専用の回収装置や回収船を用いて海上に浮遊す

る油を直接回収する手法を主体とするが、オイルフ

ェンスを使用して油を包囲したり、誘導したりする

ことを併用する場合もある。また、洋上回収装置は

海象条件が静穏な場合に限定されるものが多い。②

は、油流出が発生した初期的な段階で拡散効果が高

い場合、特に沿岸への油の漂着を防ぐ目的で使用さ

れる例が多い。③は、流出した油種によっては大部

分が揮発する場合等があるため、自然に任せた方が

結果的に被害が少なくなると思われる場合に選択さ

れる。大規模油流出時には状況に応じて上記 3 種類

の方法を主体に最適な手法を実施する必要がある。 
流出油の処理には、上記 3 種類の他、微生物分解

処理や現場消却処理の方法が存在し、日本では海上

災害防止センター等がこれらの手法の有効性に関す

る調査研究を実施している。前者には、現地性微性

物を親油性肥料等を用いて活性化させる手法と遺伝

子により開発された微生物を用いる場合とがあるが、

最近の事例では安全性等への懸念から遺伝子操作に

よる微生物を用いる手法はほとんど実施されていな

い。現地焼却法は、油の揮発性が高い場合、極めて

有効な手法とされているが、都市近傍の海域で実施

した場合、大気汚染等の問題が問題となる。 
分散剤による処理は、「海洋汚染等及び海上災害の

防止に関する法律」に基づく型式承認制度で認めら

れた油防除手段である。大量の油が沿岸部に向かっ

て漂流している場合、油処理剤による分散手法は沿

岸部を守るための有効な手段とされるが、その一方

で環境に与える影響、とくに稚仔段階の魚類への影

響等については十分に確認された状態にない。従っ

て、各海域の特性を勘案し、利害関係者間であらか

じめ使用時の条件を決めておくことが求められる。 
英国の国家緊急時計画では、水深 20m より浅い海

域、または距離 1 マイル以内での分散剤の使用に当

たっては、承認権限のある機関から具体的な承認を

得ることが法律の要件となっている。米国や韓国で

は、沿岸海域をゾーン区分して、分散剤の散布エリ

アを水深等の条件から設定している。さらに、フィ

ンランドやスウェーデンのように、原則、分散剤の

使用を認めない方針をとっている国家群も存在する。 
 
 

3. ナホトカ号事故時の分散剤の使用の状況 
 

 1997 年 1 月 2 日、日本海沖で発生したナホトカ号

重油流出事故においては、流出した油の粘性が極め

て高く、分散剤の効果がほとんど見込めなかったに

もかかわらず、事故発生当初分散剤の散布が行われ、

これに対し漁業関係者や石川県水産課は強く反発し

た6）。 
 実際、1 月 6 日より海上保安庁は、当時新たに開

発された自己攪拌型分散剤を含め、船舶および航空

機からの分散剤散布を 2 月中旬まで行い、最終的に

は 6 種、合計 140kl程度散布の散布を行った。一方、

ナホトカ号とほぼ同時期の 1996 年にイギリスで発

生し、分散剤散布の成功事例とされるSea Empress号
事故の例を見ると、この事故では原油推計 86,400kl
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流出し、7 種 430klの分散剤が散布された7）。ナホト

カ号から流出した油の総量については推定量

8,660kl8）と海上保安庁等による推計量 6,240klの 2 つ

が存在するが、ここで前者の推計量を比較対象とし

て選んだとしても、流出量あたりの散布量はナホト

カ号がSea Empress号事故の 3 倍以上あったことがわ

かる。 
また、ナホトカ号の場合、あまりに大量の油が海

岸線に漂着したため、通常とは違った目的で分散剤

が使われた例も存在する。当時海上災害防止センタ

ーの職員で現場の事故対応の指揮をとった担当者に

よると、船首部が漂着した三国町安島の礫海岸の一

部に、海岸線に漂着した油の回収を容易にするとい

った理由で陸上部への散布が試験的に行われた。こ

の試験の際に散布された分散剤の量や結果について

は明らかにされていない。 
石川県は、事故発生から 1 年後に県内の海岸線 28

ヶ所において 97 年 1 月、3、5、7 月に実施した水質

調査結果を公表した。この水質調査の調査項目には、

分散剤の主成分である非イオン界面活性剤の測定が

含まれ、いずれの調査点においても検出されていな

い。しかし、試料採取地点の設定等に問題があった

との指摘も存在する9）10）。 
 
 

4. 油流出事故対策における市民と行政の

協働体制 
 
 大規模な油流出事故が発生し、海岸線に油漂着が

生じた場合、原因者や行政のみによる対応では不十

分で、事故対応にボランティア等の市民参加を欠か

すことはできない。油等の排出による海洋汚染の発

生時、海洋汚染防止については、国際的な一般原則

である汚染者負担原則（Polluter Pays Principle）によ

り、荷主や船舶所有者等の原因者がその防除のため

の措置を実施しなければならない。日本の場合、原

因者は、一般的に海上災害防止センターや民間事業

者等にその防除措置を委託して、防除のために必要

な措置を実施することになる。海上保安庁は、事故

が発生した情報を入手すると、直ちに現場に巡視船

艇、航空機を派遣し、必要に応じて、油等の防除に

関する専門的な知識を有する機動防除隊を派遣し、

現場の緊急的防除措置、除去措置に当たる。大規模

な事故が発生した場合、海上保安庁だけではなくて、

関係機関を総動員することになる。汚染者負担原則

にも拘らず原因者以外のボランティア等の市民が油

回収作業の対応に参加せざるをえないのは、油が海

岸に漂着した場合、その回収や清掃作業量が膨大と

なり、海上保安庁をはじめとする関係機関のみでは

実質上、不可能なためである。 
日本ではナホトカ号事故の際、油回収作業に延べ

200万人のボランティアが参加したと言われている

が、1999年にスペイン沖で発生したErika号や2002年
にフランスで発生したPrestige号事故の際も多数の

市民が参加した海岸線清掃活動が実施された11）。さ

らに、油田やタンカー積出基地といった油流出事故

に対するリスクの高い地域にあっては、市民を積極

的に巻き込んだ事故対策が世界的に既に取られてい

る。このような団体の代表例としてPrince William 
Sound Regional Citizens’ Advisory Council 
(PWSRCAC)などが存在する。これらの団体は、一般

に分散剤の使用について企業や行政から独立した立

場で分散剤使用の是非の検討を行っており、

PWSRCACについては、従来までは分散剤使用につ

いて積極的な推進も行わないと同時に、特に反対も

しないという立場を取っていたが、2006年3月にこの

方針を改め、明確に使用に反対する立場を取るよう

になった12）。 
分散剤使用について、世界的には IMOおよび

UNEPが適用ガイドラインを定め13）、韓国など日本

の近隣国を含めてほぼこのガイドラインに沿った散

布計画を地域緊急時計画等の中に定めている。この

ガイドラインは流出事故対策を迅速に行うために、

国家機関が主体となって使用する分散剤の種類、使

用条件、効率や毒性に対する試験の実施に加え、事

前に使用可能なエリアを定め、それを地域緊急時計

画（Regional Contingency plans）に盛り込むよう求め

ているが、事故発生時の実際の散布に関する個々具

体的な条件の設定等については当事国にその判断基

準の設定が任されている。 
このガイドラインを受けて国別、さらには地域別

に散布条件を定める例が世界各地に実際に存在する。

例えば、米国の国家緊急時計画（National Contingency 
Plan）の目的は、石油排出、危険物資・汚染物資・

汚染菌の放出に対して準備し、対応するために必要

な組織的構造と手続きを提供することにある。同計

画には、分散剤その他化学物質を使用するための国

家的な手続きの内容が盛り込まれている。米国では

分散剤の使用にあたって事前協議を十分に行い、承

認を取り付けておいてから迅速に行動できるように

国家緊急時計画の中で現場調整官に最終的な決定権

限が付与されている14）。アラスカ州Cock Inletにおい

ては、サケの産卵等への考慮から、沿岸警備隊は沿

岸海域を3つのゾーンに分け、それぞれのゾーン毎に

散布可能エリアを水深等条件からが細かく設定して

いる15）。 
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また、韓国の地域緊急時計画の一例を見ると、海

洋警察庁は『蔚山（ウルサン）地域防除実行計画』

（以下、実行計画）を策定し、その中の付属書とし

て、分散剤の使用指針を定めている。この実行計画

は、韓国国家緊急時計画『海洋汚染の準備・対応に

関する国家防除基本計画』でその策定が求められて

いるものである。実行計画の分散剤の使用指針では、

現場防除責任者が自身の裁量権の範囲内で分散剤を

散布できる海域の他、分散剤の使用が望ましくない

海域や周辺の状況を考慮した後に分散剤の使用が可

能な海域のゾーンごとに区分され、それぞれに条件

が明記されている。また、条件には水深、離岸距離、

油の濃度が脆弱資源に及ぼす危険度等の基準となる

数値が明記され、流出油の防除作業時に管轄機関が

認証した現場の防除責任者は上記の諸条件に限定し

て優先して通報なしに分散剤を使用することができ

るとしている。しかし、分散剤を使用するか否かの

最終決定は、流出事故の諸条件により変化する。す

べての場合において、油流出事故の対応は自然およ

び経済的な資源に及ぼす影響を最小化することでな

ければならない。そのため、環境便益を分析するこ

とが必要であり、①潜在的な流出の要因に対する危

険要素の評価、②自然および経済的な価値を持つ資

源に対する危害度の評価を先行して実施しなければ

ならないとしている。 
以上、アラスカ州や韓国における事例は、ある一

定条件を定めその条件に合致した場合、分散剤使用

を是認する例であるが、原則、分散剤の使用を認め

ない方針の国家群も存在する。最も典型的な例がフ

ィンランドを中心としたバルト海諸国であり、これ

らの諸国ではバルト海の低塩分濃度、浅い水深、低

温の時期が長いといった理由からほとんどの場合に

おいて分散剤の使用を認めていない。唯一認められ

るのは、沿岸警備隊や環境間関連の政府機関に所属

する担当者が事故毎に分散剤の使用を許可した場合

となるが、フィンランドに関しては 1987 年以降、一

度も許可した例が存在せず、また、スウェーデンに

関してもこの 20 年間使用例が存在しない16）。 
 
 

5. 日本における分散剤使用に関する検討事例 
 
我が国における分散剤使用に関する検討事例を見

ると、国内の国家備蓄基地、千葉県消防地震防災課、

北海道網走市流出油防除計画立案研究会の取り組み

を取り上げることができる。以下、これらの先進的

な検討事例をまとめてみたい。 
 

（1）国家備蓄基地 
 国レベルにおける分散剤使用のありかたについて

は、海上災害防止センターが主体となり構成された

「国家備蓄基地における海上防災体制の再構築に関

する委員会」において検討が行われている。この委

員会における検討は、前述のIMO13）のガイドライン

に示された散布計画策定に関する概念を基本的に踏

襲し行われている。具体的には、備蓄基地周辺の海

域を水深や漁業等の状況から分散剤使用適用可能性

について、いわわる利害関係者の協議の上で５段階

に分類・ゾーニングし、事前に適用可能とされた海

域ついても実際に散布を行う際には地元漁業関係者

等に対して事前通報を行うことなどを定めた案が現

在検討されている。 
 
（2）油流出時における沿岸域の資源保全対策に

係るモデル地区勉強会 
千葉県では千葉県総務部消防地震防災課が主体と

なり、内房地域の富浦町、外房地域の九十九里町を

モデル地区に選定して、油流出時における沿岸域の

資源保全対策に係るモデル地区勉強会を開催した。

モデル地区は、過去に油流出事故を経験し、漁業、

観光業が盛んで、自然環境が豊富な地域であること

を理由に選定され、2004 年 3 月、7 月、2005 年 3 月

に各地区で 3 回ずつ開催された。参加機関は、モデ

ル地区の富浦町および九十九里町、千葉県、消防、

漁業関係、商工観光関係、地元関係者である。その

他、オブザーバーとしての参加は海上保安庁、海上

災害防止センター、環境省、日本環境災害情報セン

ター、（財）日本鳥類保護連盟である。 
千葉県の海岸線は、周囲三方を海に囲まれ、漁業

および観光資源が豊富であり、沿岸域の油汚染に対

する脆弱性が高い海岸線も存在する。油流出時にお

いては、地域環境の特性に適した様々な対応が必要

になることから、沿岸域の資源保全対策および油防

除体制の充実強化について、千葉県では調査および

研究を行っていくこととしている。 
モデル地区における勉強会では、講習会で油防除

活動に対する共通認識をもった上で、勉強会で事故

想定をもとに関係者の役割や対応、油防除作業方針

などについて検討された。講習会の目的は、海上保

安庁横浜機動防除隊、海上災害防止センター、日本

環境災害情報センター（JEDIC）の職員や会員を講

師として招き、油防除、油汚染事故時の生態系の保

全活動、環境脆弱性指標地図（ Environmental 
sensitivity index map 以下、ESI マップ）の作成と活

用法、油流出事故時の環境資源を含めた防除体制に

ついての共通認識を勉強会の参加者が持つことにあ
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る。この講習会を踏まえ、勉強会では地元関係者か

ら資源情報を収集し、ESI マップ（案）が作成され

た。さらに、勉強会では油流出事故時の対応につい

て、時系列に沿って行政機関、地元関係者の対応を

確認し、課題などの整理と検討なども行われている。 
モデル地区勉強会の出席者の意見や感想は次の 4

つに集約される。①ESI マップを作成して脆弱情報

を把握しておくことの必要性、②防除戦略を立てて

いく上で保護すべき資源の優先順位付けの必要性、

③ ボランティアの対応（受け入れ窓口など）につい

て事前に検討しておくことの必要性、④分散剤の使

用について事前合意が得られていれば迅速な対応が

可能になること、である。 
このような意見を踏まえ、今後の課題として、①

ESI マップの作成、②作成に係る情報交換ネットワ

ークの構築、③保護すべき資源の優先順位、④分散

剤の使用の事前合意システムの検討、⑤千葉県地域

防災計画および千葉県油等海上流出事故対応マニュ

アルの修正などがあげられた(Table1)。しかし、本論

文執筆時点において、分散剤の使用方針を決定する

までには至っていない。 
 
（3）北海道網走市流出油防除計画立案研究会 
独立行政法人科学技術振興機構（JST）の研究プ

ロジェクトの助成により、2003 年秋から 2006 年秋

までの 3 年間「油流出事故の危機管理システムに関

する研究」を実施している。研究の目的は、ナホト

カ号油流出事故以来、日本の油流出防除体制が抜本

的に改正されていない原因を探り、これを改善する

ための社会システムを提案することである。この研

究では、サハリン石油・天然ガス開発による様々な

リスクにさらされている北海道オホーツク海沿岸の

網走市において、国（保安庁、海上災害防止センタ

ー）、広域自治体（北海道）、地域自治体（市町村な

ど）、住民（漁業協同組合）、NPO、NGO の関係者全

員が参加して、流出油の防除について討議する北海

道網走市流出油防除計画立案研究会を設置した。 
JST 後藤研究チームを事務局として、参加メンバ

ーの各所属は、北海道網走支庁、北海道立地質研究

所、網走市、海上保安庁警備救難部、第一管区海上

保安本部救難課、網走海上保安署、海上災害防止セ

ンター、北海道漁業環境保全対策本部、網走漁業協

同組合、北方圏国際シンポジウム事務局、NPO 推進

オホーツクプラットフォーム、猛禽類医学研究所で

ある。 
本研究会の参加者は 16 名の委員であり、上記の機

関に所属している。これまで北海道網走市流出油防

除計画立案研究会は 2005 年 7 月、10 月、11 月、2006
年 7 月の 4 回開催され、網走市の流出油防除計画が

討議された。本研究会は、既存の地域防災計画中に

ないソフト面の対策を検討するものである。調整の

必要なソフト面の対策は、油分散剤の使用指針、防

除教育や訓練、海岸に適した防除措置の方法などで

ある。これらの対策はナホトカ事故の際、事故後に

検討された。 
本研究会での主な検討課題は次の 4 点である。 
①国や北海道の計画との整合性のある流出油防除

組織の形態 
②地域別の油回収方法における共通事項 
・ボランティアの受け入れ態勢 
・野生生物の救護・リハビリ 
・分散剤の使用の可否、あるいは使用基準 

③現体制での事故規模に応じた網走市の対応 
④地域住民の油防除作業での役割と日常的な訓練 
 
 

6. 分散剤の扱いに関する漁業者と行政の

協働体制の調整内容と課題 
 
油流出事故発生時の分散剤の使用については、分

散剤の使用が生物分解を加速するため、油流出対応

にとってより環境負荷が少ないという立場から、分

県 市町村 関係機関

脆弱情報地図の作製

情報収集体制の構築

2.保護すべき資源の優先
順位
3.分散剤の使用に関する事
前合意
4.事後の環境資源の把握と
復元
5.災害ボランティア活動の
支援体制の整備
6.専門家の派遣

検討課題
役割

1.沿岸域環境脆弱情報の
把握、収集体制

脆弱情報図の作成の指導 脆弱情報地図作成に協力

産業、海岸線の形態など地域
特性を踏まえた支援体制整備
の基準を作成

産業、海岸線の形態など地域
特性を踏まえた支援体制整備
を市町村で決定

県・市町村の支援体制整備に
協力

県協議会で優先順位、使用方
針などの基準を作成

市町村で脆弱情報地図の作成の場を通じて優先順位などを
決定
市町村で脆弱情報地図の作成の場を通じて使用方針などを
決定

今後の検討課題とする

Table1 油防除の対応方針(油流出時における沿岸域の資源保全対策に係るモデル地区勉強会(千葉県)) 

出典：千葉県総務部消防地震防災課のヒアリング調査により作成 
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散剤自体の慢性的な毒性や微粒子化した油分が生態

系へ与える影響等への懸念から一切の使用を認めな

い立場まで、様々な見解・主張が存在する。また、

現状世界的に用いられている IMO と UNEP による

分散剤適用ガイドラインは NEBA（正味環境便益：

Net Environment Benefit Analysis）の適用を推奨する

もので、分散剤の使用／不使用のどちらか一方の立

場を積極的に支持するものではない。また、世界的

に見た場合、地域ごとに利害関係者の参加の上であ

らかじめ地域緊急時計画を策定し、その中に分散剤

使用のガイドラインを設定する手法が既に標準とな

っている。これらの点から、現在日本で行われてい

る国家備蓄基地周辺、千葉県、オホーツク沿岸（網

走市）における議論は、第一に地域の利害関係者が

参加した上で議論が行われているか、第二に自然資

源から経済社会的な特性を含めた「地域性」が計画

に反映されているか、さらに、仮に分散剤を不使用

とした場合、その防除能力分を他の信頼し得る手法

により代替させているか、といった点を十分に検討

し、具体的な分散剤の散布条件として以下の事項を

考慮し、地域的な分散剤散布計画を今後早急に策定

する必要がある。 
①関連機関の任務および責任の明確化 
②沿岸域環境脆弱情報の把握、収集 
③②の情報に基づく ESI マップの作成 
④保護すべき資源の優先順位 
⑤分散剤の使用に関する事前の合意 
⑥事前・事後の環境資源の把握と復元 
さらに、これらの検討には、4.や 5.に述べた国際

的な事例や国内における先進的な検討事例、さらに

オホーツク海の海洋物理学的特性、漁業資源価値、

現在進められているサハリン石油・天然ガス開発プ

ロジェクトなどを十分に考慮する必要があることは

論を待たない。 
北海道網走市流出油防除計画立案研究会では、流

出油の防除について討議し、北海道網走市流出油防

除計画案を作成している。この計画案は、意見調整

の困難な問題について、事故時に議論を進めるため

の叩き台と成り得る。分散剤の使用／不使用につい

て NEBA のための情報を今後も収集し、事故発生時

の判断に反映させるための基盤を築く。さらに、ESI
マップ等の脆弱情報に基づき、利害関係者の間でゾ

ーニング等の議論を進めることで、利害関係者の分

散剤使用に関する理解を促進することが求められる。 
これらの課題は、現在、北海道網走市流出油防除

計画立案研究会において議論され、『北海道網走市流

出油防除計画案』の中に組み込まれる予定である。

この計画案を踏まえて、網走地区沿岸排出油災害対

策協議会の中での議論に継続されていくことを願い

たい。里山の管理、流域の管理、地域の安心安全の

管理等と同様、行政界を超え、複数の組織にまたが

るガバナンス研究の運用面での議論が必要とされる。 
 
 
7. おわりに 

 
本研究では以下の内容を明らかにした。 

・国内外の先進事例調査より、IMO および UNEP の

定める適用ガイドラインでは、分散剤に関する承認

手続きについて、分散剤の使用の可否を決定するよ

うな具体的な条件は示されておらず、地域的な分散

剤散布計画が必要であり、それに向けて検討すべき

課題を整理した。 
・油流出事故を想定した分散剤使用／不使用の選択

は、地域の漁業関係者を中心とした利害関係者の意

志を十分に反映し、それを平時に緊急時対応計画に

明示する必要がある。6.に述べた具体的な分散剤の

散布条件の①から⑥の事項を考慮した上で、地域的

な分散剤散布計画を策定することが求められる。 
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A new style decision-making process has been required to face the problems that cannot be mediated by existing 
social mechanisms. This study aims to make clear the process of mediation between fishermen and administrations 
for oil dispersant use by some analysis of Nakhodka oil spill incident. For oil dispersant application, IMO and UNEP 
advocate a frame work to develop guideline and also facilitate each country to prepare her own guideline based on it. 
For most countries’ guidelines require 1. clarification of roles with regard to the oil combating authorities, 2. 
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